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決裁日：　　　　年　　月　　日		（謝金様式１）






臨時業務依頼申請書

 	申請日：　　　　 年　 　月　 　日
                                    	申請者氏名：	
1. 業務内容・必要理由等
	



2. 業務実施者数           名

3. 業務依頼期間    　　    年    月    日  ～  　　    年    月    日

業務期間及び業務時間に関する確認事項
	1
	☐　1日の業務時間が8時間以内である。
	3
	☐　1か月の業務日数が15日以内である。

	2
	☐　1週の所定労働時間の平均が30時間未満である。
	4
	☐　業務期間が60日以内である。


※1　必要に応じて業務実施予定表（様式任意）を作成して添付してください。
※2　同一日，同一時間帯に複数の謝金業務を依頼し，重複して謝金を支給することはできません。
　　 
4. 支給金額（概算金額）
    　単価          円  ×       時間  ＝              円
    　単価          円  ×       時間  ＝              円
    　単価          円  ×       時間  ＝              円      合  計                円

5. 予算区分
	所管コード
	
	所管名称
	

	目的コード
	
	目的名称
	

	プロジェクトコード
	

	プロジェクト名称
	



6. 業務実施場所	

7. 外国人雇用状況届出書の提出
外国人雇用に該当し届出が必要となりますので，次の書類を提出します。
　□「在留カードの写し」　裏面に，資格外活動の有無に関する記載がない場合は，パスポートの該当箇所の写しを添付してください。



→裏面に【留意事項】が記載されています。
		
	【留意事項】

Ⅰ　臨時業務として依頼できる範囲（雇用保険の適用除外になる学生の場合）
教育・研究及び事務を行ううえで必要な臨時的用務であって，1ヵ月の業務日数が常勤職員の3/4（15日）以内，かつ，1日の業務時間が8時間以下で1週の所定労働時間の平均が30時間未満である場合であり，業務期間が60日以内であるもの。
※この範囲内の業務であっても，謝金による対応ではなく，雇用による対応が適切と判断される場合（労働者性がある業務）は，謝金の取り扱いはできません。
	また，上記の基準のほかに下記の項目についても，留意のうえ，業務を依頼願います。

・  原則として，午後10時から午前6時までの間を除くこと。
・　用務の内容は，危険性を伴わないものであること。
・　学生等に業務を依頼する際は，授業等に支障のない時間帯とすること。
・　1週間に１回，休日を設けること。
· 労働時間が1日6時間を超える場合は，途中に少なくとも45分の休憩時間を設けること。
　    
Ⅱ　業務実施者に，具体的な業務の内容等を十分に説明したうえで業務を依頼し，業務実施者から「臨時業務確認書」（謝金様式2）を記載してもらい，本申請書とともに事務担当係へ提出願います。
なお，同一日の同一時間帯に，複数の謝金業務（ＴＡ，ＲＡ，チューター，臨時業務等の業務を含む）を依頼し，重複して謝金を支給することはできないため，業務依頼時に，同じ業務期間に他の謝金業務等に従事することがないか，業務実施者に確認し，他の謝金業務等に従事する場合は，重複時間帯が生じないよう適切なスケジュール管理を行ってください。万一，重複支給があった場合，業務実施者に対して返金を求めることになる場合があります。

Ⅲ　日々の業務実施を確認し，業務実施者に対し，「臨時業務実施報告書」（謝金様式3）に業務の内容及び実施時間を直筆で記載するよう指示願います。

Ⅳ  当月の業務終了後，業務実施者から提出される「臨時業務実施報告書」（謝金様式3）の内容を確認し，業務依頼者として記名・押印したうえで，業務実施者に交付し，必ず事務担当係へ提出するように指示願います。

Ⅴ　外国人雇用状況届出書には，在留カードの写し（表面及び裏面）を添付してください。裏面に資格外活動の有無に関する記載がない場合は，パスポートの該当箇所の写しを添付してください。
　




-----以下，事務記載欄-------------------------------------------------------------------------

【外国人雇用状況届出書の提出について】
Forms にて次の資料を送付（URL https://forms.office.com/r/1dQgA6yjd0） 
□「別紙３」（雇用を開始した年月をファイル名に付す（例：R7.5 別紙 3）） 
□「在留カードの写し」（PDF 形式）　裏面に，資格外活動の有無に関する記載がない場合は，パスポートの該当箇所の写し
※資料は業務を開始する月の翌月の1日から 10 日までの間に格納すること。

新潟大学　2026年1月制定　8年保存


